
 

令和７年２月２０日 

適正取引推進・物流効率化等に向けた取組を実施 

～関東商工会議所連合会に対して協力要請を行いました～ 

 

令和 7 年 2 月 19 日、関東経済産業局は、関東運輸局との連名により、関東商工

会議所連合会に対して、令和 7 年 4 月から施行される契約内容の書面化や荷待

ち・荷役時間の削減、積載率の向上等の新たな規制的措置へ対応いただくよう、

傘下会員等への周知を依頼しました。 

 

１． 昨年 4 月から、トラックドライバーに時間外労働の上限規制及び改正改善基準告

示が適用されました。いわゆる物流の「2024年問題」の解決に向けては、｢物流の

効率化｣、｢商慣行の見直し｣、｢荷主・消費者の行動変容｣など、トラック運送業者

のみならず、発着荷主等も含めたサプライチェーン全体で協力し、継続的に取り

組んでいく必要があります。  

 

2. 契約内容の書面化など適正な運賃収受を図る措置や、荷主・物流事業者に、荷

待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等の取組措置などを盛り込んだ改正法が

昨年 5月に公布され、本年 4月から一部施行されます。 

 

3．関東経済産業局では、適正取引推進・物流効率化等に向けて、荷主の理解と協

力を呼びかけるため、引き続き関係機関と連携しながら、持続可能な物流の実現

に向けた取組を推進してまいります。 

 

＜文書手交時の様子＞               ＜懇談の様子＞ 
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